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１．弾力的労働時間制とは

通常の労働時間制は、業務の繁閑にかかわらず、

１日８時間、１週間に４０時間の法定労働時間の制

限があり、始業・終業の時刻も就業規則で画一的

に定まっている。一方、「弾力的労働時間制」は、

業務の繁閑に応じて適正な所定労働時間を設定す

ることによって労働時間を弾力化し、結果として

総労働時間の短縮、適正化が実現することを目的

としている。例えば、月末が忙しい事業や月初が

忙しい事業の場合に、忙しい時期はまとまって働

き、その分だけ別の日を休日、あるいは所定労働

時間を減らすことが挙げられる。これにより、無

用な労働を排除し、人件費を圧縮・適正化しよう

とするものである。

この弾力的労働時間制は、具体的には、「フレッ

クスタイム制」と「変形労働時間制」に大別され

る。

フレックスタイム制は、１ヵ月以内の一定の期

間における総労働時間だけを定めておき、労働者

がその範囲内で各労働日の始業・終業の時刻を、

「自主的に決定」して働く制度で、繁閑に合わせ

て効率的に働くことを実現させようとするもので

ある。

変形労働時間制は、ある一定期間を平均した労

働時間が法定の範囲内であれば、繁閑に応じて労

働日ごとに始業・終業の時刻を定めることを認め

る制度で、いわば平均労働時間制といえる。つま

り、一定期間を平均してみれば、１日８時間、１

週４０時間の法定労働時間内に収まっていることを

条件として、ある特定の日または週が、法定労働

時間である１日８時間または１週４０時間を超える

ことがあっても、別の日または週の労働時間を短

縮することによって、労働日ごとの始業・終業の

時刻を繁閑に合わせて設定できるというものであ

る。

フレックスタイム制と変形労働時間制の大きな

違いは、労働時間の「弾力度合い」の差にある。

フレックスタイム制は、労働日における始業・終

業の時刻を、労働者の自由に委ねることを原則と

している。一方で、変形労働時間制は、繁閑に応

じて労働日ごとの始業・終業の時刻を定める制度

であり、労働者の自由に委ねられているわけでは

ない。

なお、変形労働時間制には、１ヵ月単位の変形

労働時間制と１年単位の変形労働時間制等がある。

フレックスタイム制を含めた具体的な制度概要は、

「弾力的労働時間制」の活用ポイント

急急速速なな景景気気後後退退にに伴伴いい「「労労働働時時間間のの短短縮縮」」をを、、労労務務管管理理上上のの課課題題ととすするる企企業業がが増増加加ししてていいるる。。「「ササーー
ビビスス残残業業」」やや「「メメンンタタルルヘヘルルスス」」のの問問題題ととああいいままっってて、、よよりり効効率率的的、、効効果果的的なな労労働働配配分分にによよりり人人件件費費
をを圧圧縮縮すするるここととがが、、ここれれかかららをを生生きき残残るるたためめのの大大命命題題とと考考ええてていいるる企企業業がが多多いいたためめとと考考ええらられれるる。。各各
企企業業ががここののよよううなな課課題題をを抱抱ええてていいるる現現状状をを踏踏ままええ、、人人件件費費とといいうう大大ききなな課課題題にに対対すするるアアププロローーチチのの一一
つつととししてて、、ままたた業業種種にに適適ししたた柔柔軟軟なな働働きき方方をを実実現現すするる手手段段のの一一つつととししてて、、今今回回はは「「弾弾力力的的労労働働時時間間制制」」
ににつついいてて、、活活用用ののポポイインントトをを踏踏ままええつつつつごご紹紹介介ししたたいい。。
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１ヵ月以内の一定期間で「総労働時
間」を定めておき、その範囲内で各
日の始業・終業の時刻を労働者自ら
の決定に委ねる制度
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１ヵ月以内の一定期間に業務に繁閑
の差がある事業において、繁閑に合
わせて予め各労働日の労働時間を設
定しておく制度

１
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変
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労
働
時
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季節的に繁閑の波がやってくるなど、
１年以内の一定期間に業務に繁閑の
差がある事業において、繁閑に合わ
せて予め各労働日の労働時間を設定
しておく制度

次表の通りである。

人件費の圧縮・適正化というと、最近では雇用

調整が想起される。いわゆる「リストラ」である。

急激な経済情勢の変動に伴い、緊急的な対応が迫

られている企業も少なくない中、やむを得ない事

情もあろうが、人件費の圧縮・適正化は単に「リ

ストラ」のみでしか実現できないわけではない。

「働き方の見直し」による人件費の適正化も可能

である。以降は、人件費の適正化を目的とした場

合の、弾力的労働時間制の活用のポイントをご紹

介したい。

２．フレックスタイム制の活用ポイ
ント

人件費の適正化を見据えたフレックスタイム制

の導入にあたっては、次に挙げる事項に留意する

必要がある。

� 本社間接部門、研究・デザイン部門、システ

ム開発・設計部門などで有効

フレックスタイム制の運用により人件費を上手

に適正化させるには、お客様サービスへの影響が

限定的であるなど、労働時間に外部からの制約が

少なく、業務の自己管理が可能な場合、または、

企画性・裁量性が要求される職務であって、繁閑

の波が個人により大きく異なり、自主的に業務遂

行のスケジュール管理を行わざるを得ないような

場合が最も効果的であると考えられる。このよう

な場合、定型的な始業・終業時刻に拘束されずメ

リハリのある労働を自主的に組み立てることがで

きるからである。

� フレックスタイム制の導入に止まらず、生産

性向上のための業務改善が必要

フレックスタイム制は、自己管理で生まれる余

裕によって、結果的に人件費の適正化を図るもの

である。したがって、恒常的に多忙である場合は、

繁閑に応じた労働者本人のタイムマネジメントな

ど無意味であるので、その場合は業務改善から実

施する必要がある。

� 勤務記録シートなど、労働時間を自己管理す

るためのツールが必要

フレックスタイム制の導入により、労働にメリ

ハリを付け人件費の適正化を実現する最大のポイ

ントは、適用対象者本人の自主的なタイムマネジ

メントである。自己都合が優先され、自分勝手な

勤務態様によって業務に支障をきたす、または、

業務遂行に関するスケジューリングの甘さから、

かえって労働時間が長くなるなどの問題が生じる

恐れがあるからである。したがって、フレックス

タイム制は自己裁量が前提の制度だとしても、決

して放任主義になってはならない。

フレックスタイム制の導入にあたっては、業務

管理レポートやデイリー勤務記録シートなどの名

称で、日々及び月ごとの業務の計画的な遂行を管

理・把握するためのツールが必要になる。

３．変形労働時間制の活用ポイント

変形労働時間制の導入にあたって、留意すべき

事項は、次の通りである。

� 百貨店（小売業）、製造業、飲食業、ホテル・

旅館業などで有効

フレックスタイム制では、恒常的に多忙である

場合に導入しても効果は得られないため、無意味

であると解説した。その一方で、社内の業務改善

ではいかんともしがたいような、業種や職種を原

因として恒常的に法定労働時間を超えるような繁

忙の時期が存在する場合がある。その場合に、変
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形労働時間制の導入は有効である。

例えば、夏休みやゴールデンウィークなどに繁

忙となる旅館業や、お中元やお歳暮時期に繁忙と

なる百貨店などの小売業、月末の経理処理に追わ

れる経理部など、世間一般の消費動向や締め切り

の都合で、ある一定期間に業務負荷が集中するよ

うな、社内努力では解決しがたいような場合であ

る。

� 導入には、繁閑の動向を把握している、また

は把握できることが必要

変形労働時間制は、繁忙期の所定労働時間を通

常より長く設定し、その分、業務が落ち着く時期

に所定労働時間を通常より短く設定することによ

り、人件費を適正にするものである。

したがって、繁閑の動向が予め把握できていな

ければ、そもそも「繁閑に合わせた労働時間の設

定」ができないため、導入しても効果は得られな

い。繁閑が読めない業種・職種には不向きな制度

である。

人件費の適正化を目的として弾力的労働時間制

を導入するような場合、上記に掲げたような押さ

えるべきポイントがある。ただ、やみくもに導入

するのでは効果は望めないが、自社の企業風土や

業務の向き不向きを慎重に検討した上で導入すれ

ば、大きな効果を得られる可能性が高いのも事実

である。
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